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1――火災保険の保険料値上げと期間短縮 

近年、台風や豪雨などの自然災害が、以前よりも頻繁に起きているとよく言われ、実感としてもあ

ると思う人も多いだろう。実際のところ、以下に挙げるような大きな災害が、近年起こっている。 

それに対応して、損害保険会社が引き受けている保険、主に火災保険（他には自動車保険（車両保

険）、動産保険などの新種保険も）の保険金支払も増えており、収支面で経営を圧迫する要因の一つと

なっている。 

こうした現状に対して損害保険会社は、主に、保険料率の値上げや異常危険準備金による財源の準

備などにより対応することになる。そうした中、損害保険料率算出機構が、2021年 6月に「火災保険

参考純率」を改定し、 

 ・火災保険（住宅総合保険）の参考純率を全国平均で 10.9％引き上げること 

 ・その適用できる期間を現行の最長 10年から最長 5年に短縮すること 

となることが決まった。実際には 2022年に各社の保険料が値上げされることになりそうである。 

こうしたことの仕組みも含めて、関連する動きをみていきたい。 

 

2――自然災害による保険金支払いの増加 

まず、実際ここ数年で起こった主な台風、豪雨などの自然災害は、以下の表のようなものがある。 

損害保険会社は、特に大きな自然災害（台風〇号とか、集中豪雨）については、保険金支払いの規

模を、保険種目別に把握して損害保険協会などで集計している。なお、台風や豪雨とは別に、（今回の

話には上らないが）地震・津波もそれぞれの保険金支払い規模を把握している。 

これらは、主に火災保険（特に住宅総合保険）による支払いとなるが、そのほかに、自動車保険で

も対人、対物の他に車両保険に加入していれば、車両の水没などの際に支払対象になることがある。

また、傷害保険やその他各種の保険（動産保険など、まとめて新種保険などとも呼ばれる）に加入し

ている場合も、保険金支払いの対象となることがある。 
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【過去 5年の風水害などの自然災害による保険金支払いの規模】 

 

 

3――火災保険の保険料は、どうやって決められているか 

火災保険の保険料はどのようにして決められているか、をざっくり見てみる。 

まず、損害保険料率算出機構において、損害保険各社からの保険事故発生状況のデータ（自然災害も

もちろん含まれる。）を収集し、基礎となる保険料率を提示する。（火災保険、自動車保険、傷害保険

などそれぞれ。） 

一般に保険料は、純粋に事故・損害等の保険金に充てられる「純保険料」と、保険会社の必要経費

である「付加保険料」とから成るが、損害保険料率算出機構が算出するのは、このうち純保険料部分

であり、これを「参考純率」と呼んでいる。この参考純率は毎年検証され、必要ならば金融庁長官へ

の改定の届け出が行われ。金融庁において適合性審査が行われる1。 

損害保険各社は、これを参考にして、付加保険料を加算し、あるいは自社の商品設計の内容に応じ

て修正することによって、実際の保険料を決定する。 

毎回の参考純率の変更を採用するかどうかは各社の自由であり、またその適用時期も自由であるな

ど、あくまで参考という位置づけではある。しかし、損害保険料率算出機構には、自社だけのデータ

だけでなく、その会員会社全社のデータが集まり、それをもとに算出したのが参考純率であるから、

精度が高く自社データだけの場合よりも信頼できるので、多くの場合は採用されることになる。 

 

4――今回の対応 ～参考純率の引き上げと、その適用期間の短縮 

1｜参考純率の引き上げ 

さて、上のような仕組みにより、実際の保険料率が決定されるので、近年の自然災害の発生状況は

 
1 参考純率については、「損害保険料率算出団体に関する法律」による。 

年度 主な自然災害

火災保険 車両保険 傷害保険等

2016 平成28年台風10号 146 21 48

平成28年新潟県糸魚川市における大規模火災 12 0 0

2017 平成29年7月九州北部豪雨 54 11 16

平成29年台風5号 56 2 4

平成29年台風18号 300 28 34

平成29年台風21号 1,078 71 68

平成30年2月4日からの大雪 127 4 1

2018 平成30年7月豪雨（西日本豪雨） 1,520 283 153

平成30年台風21号 9,202 780 161

平成30年台風24号 2,856 115 90

2019 令和元年台風15号（令和元年房総半島台風） 4,244 258 154

令和元年台風19号（令和元年東日本台風） 4,751 645 430

令和元年10月25日大雨 155 77 7

2020 令和2年7月豪雨 848 137 69

令和2年台風10号 932 29 20

（一般社団法人日本損害保険協会　「自然災害での支払額」より作成）

支払保険金　（各年度末時点累計　億円）
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最新の参考純率に反映されていることになる。その結果、今回の改定では、 

 

・火災保険（住宅総合保険）の参考純率を全国平均で、10.9％引き上げる 

 

ということとなった。 

平均的に一言でいえばそういうことなのだが、実際には様々な契約条件（都道府県、構造、築年数、

補償内容等）毎に、算出されるので、それら具体的な条件によって改定率は異なる。 

ここ数年、火災保険の参考純率は、自然災害の増加を反映して、値上げが続いている。 

（2014年：＋3.5％ 2018年：＋5.5％ 2019年：＋4.9％ に続き、今回 2021年：＋10.9％） 

 

2｜参考純率適用期間の短縮 

近年のような自然災害の発生状況においては、これまでの経験・傾向が今後も続くのかどうか不明

である。こうした気候変動リスクについては、今後とも大きく変化するのではないかと見込まれてお

り、現在世界的にもそうした評価・研究がすすめられているところである。 

そのため、現在までのデータで、長期的にリスクを評価する（＝参考純率を使い続ける）ことは、

難しくなっている。そうした状況に対応するため、今回は参考純率の引き上げとともに 

 

・この参考純率が適用できる期間を最長 5年とする。（現行：最長 10年） 

 

という変更も同時に行われた。 

 

以前は、火災に備える住宅総合保険は住宅購入時に住宅ローン完済までの長期間の保険があって、

30年以上の期間のものがあった。この場合、いったん加入すると状況の変化に関わらず、30年以上保

険料は変わらないということもありうるので、自然災害が以前より増加するなどの状況変化が反映で

きない仕組みであったことになる。 

そうした状況を受けて、2014年の火災保険の参考純率の改定時に、「保険期間 10年までの契約に適

用できることとする」という短縮が初めて行われた（実際の保険料値上げは 2015年頃から）。 

それが今般、さらに 5年に短縮されたわけで、それ以上先のことはその時の状況を分析して決める、

ということである。ますます自然災害の頻度が高くなるかもしれない現在の懸念からすると、同じ条

件の契約が、５年後に再引上げできる（加入者側からみると、余計なことだが）余地を残したという

ことであり、ここ数年の状況を見ると実際そうなる可能性は高いだろう。この部分でも実質的に保険

料率が値上げされたことになる。 

 

5――今後の動き 

実際には 2022年頃から、各社の実際の火災保険の保険料が値上げされることになる。これは毎年契

約更新の契約において、2022 年から値上げということであり、以前から続いている 30 年以上契約や

10 年契約があれば、一般には値上げとなるわけではない。（あくまで一般的には、ということ。様々
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な契約条件があり、それら全てを見たわけではないので、長期の火災保険料の値上げが絶対ないとも

いえない。） 

こうして保険料の値上げが続く中ではあるが、その一方で自然災害などがあっても、その被害をで

きるだけ小さくすることは、加入者、損害保険会社、国や地方自治体など誰にとっても望ましいこと

である。 

例えばこの損害保険料率算出機構、あるいは各損害保険会社も、そのためにできることなどの啓蒙

活動を進めているところでもあり2、このレポートでも今後そうした状況も紹介していく。 

 
2 例えば、「住宅の水災被害に備えるために」（損害保険料率算出機構 2019.9.19）

https://www.giroj.or.jp/publication/accident_prevention_report/pdf/flood.pdf#view=fitV 

 

https://www.giroj.or.jp/publication/accident_prevention_report/pdf/flood.pdf#view=fitV

